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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　幼児の足の足裏側を配置するための靴底部と、
　前記靴底部から立ち上がるように、且つ幼児の足を包むように形成されるアッパー本体
部と、
　このアッパー本体部には、幼児の足を挿入するための履き口部と、
前記履き口部の一部を切り欠いて爪先側方向に向かって形成されている足挿入用開口部と
、
　前記足挿入用開口部に対応して配置される舌状当接部と、
　実質的に一本の線状とされた、幼児の足を靴内に固定するための着脱可能な固定用ベル
ト部と、を備える幼児用靴であって、
　前記舌状当接部は前記足挿入用開口部の爪先側の端部又はその近傍の前記アッパー本体
部に設けられた舌状当接部取り付け領域に縫合されると共に、
　前記舌状当接部取り付け領域は、前記靴底部の爪先から踵までの全長に対し、
踵から５５％以上で、８５％未満の位置で、靴底部に形成された足指屈曲用脆弱部の上方
に配置され、
　前記舌状当接部には、前記舌状当接部を前記足挿入用開口部に対して配置した場合に、
前記履き口部の上端より高く突出するように上端部が形成され、
　前記上端部の基部側には変形が容易となる屈曲変形部が爪先側に膨らむ曲線で形成され
、
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　前記アッパー本体部の爪先部には、アッパー本体部に硬質層を配置したトウキャップ部
が形成され、
　前記トウキャップ部の内側は、幼児の足の親指の背屈動作を前記爪先部が阻害しないよ
うに親指との間の上下方向における上部側の隙間部が、他の足指と前記爪先部の内側との
隙間部に比べ大きくなるように、幼児の足の親指が配置される部分が最も厚く、小指が配
置されている部分に向かって薄くなるように形成されていることを特徴とする足の裏全体
を地面につけて足の指でバランスを取りながら歩き始める歩行練習期に用いられる幼児用
靴。
【請求項２】
　前記トウキャップ部と前記アッパー本体部との境界部に前記舌状当接部取り付け領域が
形成されていることを特徴とする請求項１に記載の幼児用靴。
【請求項３】
　前記足指屈曲用脆弱部に対応する前記靴底部には、靴幅方向に向かって形成される溝部
が設けられており、
　前記溝部が前記靴底部の爪先側に膨らんだ湾曲形状とされていることを特徴とする請求
項１又は請求項２に記載の幼児用靴。
【請求項４】
　前記溝部の湾曲形状の小指側端部が親指側端部より前記靴底部の踵側に配置されている
ことを特徴とする請求項３に記載の幼児用靴。
【請求項５】
　前記足指屈曲用脆弱部が設けられた前記靴底部の部分と前記アッパー本体部との境界部
分には、帯状に外周硬質層が形成され、
　前記外周硬質層は、その略中央部が最も幅が狭い略凹状に形成されていることを特徴と
する請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の幼児用靴。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、幼児が使用する幼児用靴に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
大人が靴を履いて歩行する場合は、足裏をローリングさせて滑らかに歩行している。すな
わち、踵から着地し、次に足裏の外側を着地させ、最後の爪先で着地すると共に、爪先で
前方に押し出す動作をし、前へ進むように足裏をローリングさせている。
しかし、歩行動作が未熟な幼児等の場合、当初は、大人のように滑らかに足裏をローリン
グさせることができない。また、立ち止まることができるようになり、つかまり歩きをす
る時期では、足裏全体で着地し、そのまま足を持ち上げる動きしかできず、その後の発達
途上の段階においても、踵から着地した後、足裏の外側の着地等を滑らかに行わず、足裏
から直ぐに爪先側に体重が移動し、いわゆる爪先立ちの動作等を行おうとする傾向にある
。
これらの動作は、決して無駄ではなく、このような動作等を行っていくうちに徐々に、足
裏のローリング等が滑らかにでき、大人のように歩行できるようになるのである。
したがって、幼児等が行うこのような動作はできるだけ幼児にさせることが好ましく、こ
のような動きを妨げると、却って歩行練習の妨げとなってしまい、歩く際の足の運び方に
悪影響を及ぼすだけでなく、足指の付け根への負担等に伴い、足の形にまで、影響するお
それがある。
また、この時期の幼児等は成長の一環として、爪先立ちを多く行うことが観察によって確
認されており、ローリングと同様に爪先立ちを妨げないようにする必要がある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、現在、幼児用靴として販売等されているものは、大人の靴を小さくしたものが多
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く、靴全体が、特に靴底が硬く幼児の歩行や爪先立ちを行い難くする幼児用靴が多く問題
となっていた。
このため、幼児用靴の靴底を柔らかくして、幼児の爪先立ちをし易くする工夫もあるが、
靴には、アッパーと呼ばれる靴底から立ち上がるように配置され、足の甲等を覆うように
形成される部分が存在する。このアッパーにはある程度、剛性を確保しなければならない
部分、例えば爪先側のトウアッパー等が存在するため、どうしてもある程度の剛性が必要
となり、この剛性によって幼児の歩行や爪先立ち等の動作を妨げ問題となっていた。
【０００４】
　本発明は、以上の点に鑑み、幼児が爪先立ちをし易く、これにより歩行練習等を行い易
い幼児用靴を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　前記目的は、請求項１の発明によれば、幼児の足の足裏側を配置するための靴底部と、
前記靴底部から立ち上がるように、且つ幼児の足を包むように形成されるアッパー本体部
と、このアッパー本体部には、幼児の足を挿入するための履き口部と、前記履き口部の一
部を切り欠いて爪先側方向に向かって形成されている足挿入用開口部と、前記足挿入用開
口部に対応して配置される舌状当接部と、実質的に一本の線状とされた幼児の足を靴内に
固定するための着脱可能な固定用ベルト部と、を備える幼児用靴であって、前記舌状当接
部は前記足挿入用開口部の爪先側の端部又はその近傍の前記アッパー本体部に設けられた
舌状当接部取り付け領域に縫合されると共に、前記舌状当接部取り付け領域は、前記靴底
部の爪先から踵までの全長に対し、踵から５５％以上で、８５％未満の位置で、靴底部の
形成された足指屈曲用脆弱部の上方に配置され、前記舌状当接部には、前記舌状当接部を
前記足挿入用開口部に対して配置した場合に、前記履き口部の上端より高く突出するよう
に上端部が形成され、前記上端部の基部側には変形が容易となる屈曲変形部が爪先側に膨
らむ曲線で形成され、前記アッパー本体部の爪先部には、アッパー本体部に硬質層を配置
したトウキャップ部が形成され、前記トウキャップ部の内側は、幼児の足の親指の背屈動
作を前記爪先部が阻害しないように親指との間の上下方向における上部側の隙間部が、他
の足指と前記爪先部の内側との隙間部に比べ大きくなるように、幼児の足の親指が配置さ
れる部分が最も厚く、小指が配置されている部分に向かって薄くなるように形成されてい
ることを特徴とする足の裏全体を地面につけて足の指でバランスを取りながら歩き始める
歩行練習期に用いられる幼児用靴により達成される。
【０００６】
請求項１の構成によれば、前記舌状当接部は前記足挿入用開口部の爪先側の端部又はその
近傍の前記アッパー本体部に設けられた舌状当接部取り付け領域に縫合されており、固定
用ベルト部が実質的に一本の線状として、着脱可能に形成されている。
したがって、容易に固定用ベルト部による固定を外し、前記舌状当接部を靴の爪先側に開
くことができ、使用者である幼児や、その介助者である母親等が前記足挿入用開口部を大
きく開き、足を挿入して履く際に、前記舌状当接部が邪魔となることがない。
【０００７】
また、この舌状当接部は前記アッパー本体部の舌状当接部取り付け領域に縫合により取り
付けられるが、この縫合により舌状当接部取り付け領域は、周囲の領域に比べ脆弱部とな
る。
【０００８】
　そして、前記舌状当接部取り付け領域は、前記靴底部の爪先から踵までの全長に対し、
踵から５５％以上で、８５％未満の位置で、靴底部の形成された足指屈曲用脆弱部の上方
に配置される。
　この足指屈曲用脆弱部は、幼児の中足骨点等の位置を測定した結果、足の足指屈曲線及
びその近傍に対応する位置となり、この足指屈曲線等は、歩行に際し足が屈曲する部分で
ある。
　したがって、前記舌状当接部取り付け領域は、靴底部に形成された前記足指屈曲用脆弱
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部の上方に位置するので、使用者の足指の屈曲の際、靴底部が屈曲すると共に、その上方
にあり脆弱部となっている前記舌状当接部取り付け領域も屈曲し、使用者の歩行を妨げな
い構成となっている。
　なお、ここで示す靴底部とは、接地面である靴底だけでなく、足裏が配置される中敷等
も含まれており、足指屈曲用脆弱部は、靴底部の少なくとも一部に設けられている。
　また、前記構成によれば、使用者の前記足指屈曲領域より爪先側に前記トウキャップ部
が配置されるので、前記硬質層を配置したトウキャップ部が、使用者の足指の屈曲動作を
妨げることがない。
【０００９】
　好ましくは、請求項２の発明によれば、請求項１の構成において、前記トウキャップ部
と前記アッパー本体部との境界部に前記舌状当接部取り付け領域が形成されていることを
特徴とする幼児用靴である。
【００１０】
　請求項２の構成によれば、トウキャップ部をアッパー本体に縫合するため、トウキャッ
プ部に沿って、アッパー本体を幅方向に横断するように縫合に伴う脆弱部が形成されるこ
とになり、より屈曲し易い構成となる。
【００１１】
好ましくは、請求項３の発明によれば、請求項１又は請求項２に構成において、前記足指
屈曲用脆弱部に対応する前記靴底部には、靴幅方向に向かって形成される溝部が設けられ
ており、前記溝部が前記靴底部の爪先側に膨らんだ湾曲形状に配置されていることを特徴
とする幼児用靴である。
【００１２】
請求項３の構成によれば、靴底部の前記足指屈曲用脆弱部には、靴幅方向に向かって形成
される溝部が設けられているので、この溝部により前記靴底部は屈曲し易い構成となって
いる。
また、前記溝部が前記靴底部の爪先側に膨らんだ湾曲形状となっているので、使用者の前
記足指屈曲線及びその近傍により近似した形状となり、スムーズに屈曲することができる
。
【００１３】
好ましくは、請求項４の発明によれば、請求項３の構成において、前記溝部の湾曲形状の
小指側端部が親指側端部より前記靴底部の踵側に配置されていることを特徴とする幼児用
靴である。
【００１４】
請求項４の構成によれば、前記溝部の湾曲形状の小指側端部が親指側端部より前記靴底部
の踵側に配置されているので、前記溝部は、使用者の足の足指屈曲線及びその近傍により
近似する形状となる。
【００１５】
好ましくは、請求項５の発明によれば、請求項１乃至請求項４のいずれかの構成において
、前記足指屈曲用脆弱部に対応する前記靴底部の部分と前記アッパー本体部との境界部分
には、帯状に外周硬質層が形成され、前記外周硬質層は、その略中央部が最も幅が狭い略
凹状に形成されていることを特徴とする幼児用靴である。
【００１６】
請求項５の構成によれば、前記足指屈曲用脆弱部が設けられた前記靴底部の部分と前記ア
ッパー本体部との境界部分に形成される帯状の外周硬質層は、その略中央部が最も幅が狭
い略凹状に形成されている。
したがって、使用者の足指が屈曲する際、前記外周硬質層の存在によって、屈曲が妨げら
れ難い構成となっている。
すなわち、前記外周硬質層が略凹状に形成されているので、この最も幅が狭い部分を中心
に屈曲し易い構成となっている。
【００１７】
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また、靴の外足側である足の小指が配置される側に前記外周硬質層の略凹状が形成される
と、使用者、特に幼児が歩行に際し、バランスをとるため小指を外側に広げる動作を行う
とき、前記略凹状に切り欠かれた部分に小指が当接する。
したがって、前記外周硬質層が小指の広がりを妨げることがない。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の好適な実施の形態を添付図面等を参照しながら、詳細に説明する。
尚、以下に述べる実施の形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい種
々の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する
旨の記載がない限り、これらの態様に限られるものではない。
【００２５】
（第１の実施の形態）
（本発明の第１の実施の形態に係る歩行練習期の幼児用靴（以下、「幼児用靴１００とい
う」の全体構成の概略等について。）
図１は、本発明の実施の形態に係る幼児用靴１００を示す概略斜視図である。
図１に示すような幼児用靴１００は、月齢が経ち、幼児が１人で前に向かって歩くことが
できるようになり始め、足の裏全体を地面につけて足の指でバランスを取りながら歩き始
める、いわゆる歩行練習期以降に用いられる幼児用靴である。
具体的には、月齢が例えば１２ヶ月程度からの幼児が対象となる。この月齢の幼児は、手
を離して前によちよち歩き始める月齢となる。
【００２６】
図１に示すように、幼児用靴１００は、使用者である幼児等の足の足裏側を配置するため
の靴底部１１０と、前記靴底部１１０から立ち上がるように、且つ幼児等の足を包むよう
に形成されるアッパー本体部１２０とを備えている。
【００２７】
（靴底部１１０等について）
図２は図１の幼児用靴１００の中央縦断図を示す概略図である。
図２に示すように、靴底部１１０は、その表面側に靴底本体１１２が配置され、この靴底
本体１１２の内側には中底１１１が形成されている。
【００２８】
（靴底本体１１２等について）
靴底本体１１２は、弾性部材である熱可塑性のエラストマーや合成ゴム若しくは天然ゴム
等で形成されているため、歩く際の衝撃を吸収し、滑り止め効果も発揮するように構成さ
れている。
図３は、図１の靴底本体１１２の底面を示す概略底面図である。
図２及び図３に示すように、靴底本体１１２の爪先側には溝部１１２ａが複数形成され、
これら溝部１１２ａは靴底本体１１２の幅方向に形成されている。
【００２９】
具体的には図３に示すように、溝部１１２ａは、靴底本体１１２の爪先側に膨出するよう
に湾曲する湾曲形状となっている。
このため、靴底本体１１２における溝部１１２ａの部分が溝部１１２ａの形成方向に屈曲
し易い構成となっている。
そして、より詳細には、この溝部１１２ａの湾曲形状は、その小指側端部１１２ｃが親指
側端部１１２ｄより、靴底本体１１２の踵側に配置されている。
すなわち、小指側端部１１２ｃの方が親指側端部１１２ｄより図３において下方に配置さ
れている。
また、靴底本体１１２には、円形等の異なった複数の種類の滑り止め部１１２ｂも形成さ
れているので、滑らずに歩行し易い構成ともなっている。
【００３０】
（溝部１１２ａと足指屈曲部Ｃ等との関係等について）
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ところで、幼児等が歩行や爪先立ち等を行うには、足の踵を上げて足指を屈曲させる必要
があり、この足指の屈曲する部分が、足指屈曲線といわれている。図４は、足の骨格等を
示す概略説明図である。
図４に示すように、足指は親指側である第１趾から小指側である第５趾まで配置され、そ
の各指の中足指関節及びその周辺に、前記足指屈曲線及びその近傍である足指屈曲部が矢
印Ｃで示されている。
この足指屈曲部Ｃが、幼児等が爪先立ち等を含めた歩行に際し足を屈曲させる部分である
。
【００３１】
また、この足指屈曲部Ｃは幼児等によって、その位置が、異なるが、幼児の中足骨点の位
置等を計測したところ、踵から８５％の位置において靴幅方向に形成される第１の線Ｅ１
と、踵から５５％の位置において靴幅方向に形成される第２の線Ｅ２とで形成される足指
屈曲領域Ｆ内に多くが位置することが確認された。
このように足指屈曲用脆弱部である足指屈曲領域は、統計上、使用者である幼児等の足の
足指屈曲部Ｃに対応する位置となる。
そして、この足指屈曲領域Ｆ内に、図３に示すように溝部１１２ａが例えば６本形成され
ている。したがって、幼児等が歩行に際し、足指屈曲部Ｃを屈曲する際、靴底本体１１２
の溝部１１２ａも変形、屈曲し、幼児等の歩行に際し行われる足指の屈曲を妨げない構成
となっている。
【００３２】
また、この溝部１１２ａは、上述のように小指側端部１１２ｃが親指側端部１１２ｄより
踵側に配置され、全体が爪先側に膨らんだ湾曲形状に形成されている。
したがって、この溝部１１２ａの形状は、図４に示す足の足指屈曲部Ｃと極めて近似した
形状となっているので、幼児等が足指屈曲部Ｃを屈曲させると、その屈曲とほぼ同様の形
状で溝部１１２ａも屈曲することになり、より足指の屈曲を妨げない構成となっている。
なお、ここでは、屈曲し易いように、溝部１１２ａを形成しているが、同様に屈曲し易け
れば、靴底本体１１２を硬さが異なる素材で形成し、溝部１１２ａに対応した部分に軟ら
かい材質のものを配置し、その他の部分に硬めの材質のものを配置してもよい。このとき
、好ましくは接着剤を使わず、一体に成形した方が硬くならないため良い。
【００３３】
（アッパー本体部１２０等について）
図１に示すように、前記靴底部１１０から立ち上がるように、且つ幼児用の足を包むよう
に形成されるアッパー本体部１２０が配置されている。
このアッパー本体部１２０は、アッパー本体１２１、履き口部１２２、そして、足挿入用
開口部１２３、踵部１４０等から形成されている。
【００３４】
（アッパー本体１２１、履き口部１２２及び足挿入用開口部１２３等について）
アッパー本体１２１は、柔らかい素材等から成り、アッパー本体１２１の上端部に、図１
に示すように幼児等の足を挿入するための履き口１２２が形成されている。
図５は、図１の幼児用靴１００の後述する舌片１３０を爪先側に開いた状態を示す概略平
面図である。
図５に示すように、前記履き口部１２２の一部を切り欠いて爪先側方向に向かって足挿入
用開口部１２３が略Ｕ字状に形成されている。
【００３５】
この履き口部１２２の開口と足挿入用開口部１２３の開口とが連続した開口を形成するた
め、幼児等が足を挿入しやすい大きな開口を形成することができる。
本実施の形態では、図５に示すアッパー本体１２１に形成された履き口部１２２と足挿入
用開口部１２３とで形成される開口と幼児用靴１００とを平面図（図５）において表した
場合に、前記開口の最大長さＧが、例えば７５ｍｍ乃至９０ｍｍ程度に形成され、幼児用
靴１００の全長Ｄが例えば１２５ｍｍ乃至１６０ｍｍ程度に形成されている。
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したがって、前記開口の最大長さＧは、前記幼児用靴１０の全長Ｄに対して５５％以上と
いう大きな開口となり、極めて足を挿入しやすく、保護者等が履かせ易く、幼児等が履き
易い靴となる。
【００３６】
なお、この比率５５％以上とは１００％でも構わないが、靴の構造を考慮すると５５％乃
至７５％であることが好ましい。
また、図１に示すように、履き口部１２２の近傍にはカウンターループ１６０が形成され
、幼児等が靴を履く際の手がかりとなるように構成されている。
【００３７】
（踵部１４０等について）
図１に示すように、幼児等の足の踵を配置するための踵部１４０がアッパー本体１２１の
形成されている。
この踵部１４０は、具体的には図２及び図６（ａ）に示す、靴底部１１０の一部に形成さ
れる靴底側踵部１４２と、アッパー本体１２１に形成されるアッパー本体側踵部であるア
ッパー側踵部１４１とで構成される。
そして、このアッパー側踵部１４１には、図２に示すように、その剛性を高めるためにカ
ウンター部１５０が配置されている。
これは、上述のようにアッパー本体１２１は柔らかい素材で構成されているため、幼児等
の踵を保持するには剛性が不足するからである。
【００３８】
一方、靴底側踵部１４２は、靴底本体１１２が弾性部材である熱可塑性のエラストマーや
合成ゴム若しくは天然ゴム等で形成されているため踵を保持するための十分な剛性を有す
るため、カウンター部１５０が配置されていないが、この靴底側踵部１４２にカウンター
部１５０を配置しても構わない。
カウンター部１５０は、図２や図６の斜線部分に示すように、例えば側面からみて円弧状
に配置され、厚さ１．２ｍｍ程度のゴム等から構成されている。
このようにアッパー側踵部１４１に、カウンター部１５０を配置することで剛性が高めら
れ、後述するように固定用ベルト１３５で固定された際に、幼児用靴の踵部１４０に幼児
等の足の踵が正確にホールドされることになる。
【００３９】
また、踵部１４０には、図１及び図２に示すように、前記靴底本体１１２を構成する前記
弾性部材が、アッパー本体部１２０にかけて配置されている。このため、カウンター部１
５０の剛度を高めることとなり、確実に踵を保持することができる。
【００４０】
（舌片１３０等について）
ところで、前記略Ｕ字状の足挿入用開口部１２３に対し、これを塞ぐように舌状当接部で
ある舌片１３０が図１に示すように配置されている。
この舌片１３０は、表面がポリウレタン性の合成皮革等の比較的剛度を有する素材で確実
に固定できるように形成され、内側はポリエステル製の柔軟性に富む素材により構成され
ている。
なお、舌片１３０及び固定用ベルト１３３の外周を、ポリエステル等の生地によりパイピ
ングすることで、伸びてしまうことなどを防ぐよう剛度を高め、更に、開く際の指がかり
となるよう構成してもよい。
そして、舌片１３０は、アッパー本体１２１に対して縫合される部分である基部１３１を
有し、この舌片１３０を前記足挿入用開口部１２３に対して配置した場合に、履き口部１
２２の上端より高く突出するように形成されている上端部１３２と、舌片１３０をアッパ
ー本体１２１に固定するための固定用ベルト部である固定ベルト１３３を有している。
【００４１】
（基部１３１等について）
図１に示すように舌片１３０の基部１３１は、前記略Ｕ字状の足挿入用開口部１２３の爪
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先側の端部又はその近傍のアッパー本体１２１に設けられた舌状取り付け領域である縫合
部１２４に縫合等されている。
この縫合部１２４によって前記舌片１３０を固定するため、自由端側となる舌片１３０の
上端部１３２側を図５に示すように、幼児用靴１００の爪先側に倒すことができる。
したがって、使用者等が足挿入開口部１２３を図５に示すように開状態にし、足を挿入し
て履く際に、前記舌片１３０が邪魔になることがない。
また、この縫合部１３１は、図６に示すように図３で示す溝１１２ａが形成されている足
指屈曲領域Ｆの上方に配置されている。
【００４２】
図６は図１の幼児用靴１００の左側面とカウンター部を示した概略左側面図である。
靴底部１１０に形成されている溝部１１２ａの配置領域は、上述のように、図３で示す足
指屈曲領域Ｆである。
したがって、縫合部１２４は、前記足指屈曲領域Ｆに設けられた足指屈曲用脆弱部である
溝部１１２ａの上方に形成されることになる。
【００４３】
ところで、この縫合部１２４は、縫合によりアッパー本体１２１の他の部分である周囲の
領域に比べ脆弱部となるため屈曲し易い部分となっている。
これは縫合によりアッパー本体１２１や舌片１３０に孔があけられることに伴い、剛度が
弱まるためである。
また、縫合に使用される糸によっては剛度が高まることも起こり得るが、その場合におい
ても足指屈曲領域Ｆに対応したアッパー本体１２１において、剛度が同等ならば、剛度の
強い縫合部１２４の前後が屈曲し易くなるよう癖付けられるため足指屈曲部Ｃに沿って屈
曲し易いこととなる。
また、この縫合部１２４が設けられた部分を足指屈曲部Ｃに沿って断面とした場合、その
断面は縫合部１２４が頂点近傍となる半円状とされている。
このため、図７に示すように、アッパー本体１２１の頂部が屈曲し易いこととなり、半円
状のためアッパー本体１２１全体が足指屈曲に応じて変形し易い。
このため、歩行や爪先立ち等に際し、幼児等が足の足指屈曲部Ｃ（図４）を屈曲させると
、その屈曲動作により、脆弱部となっているアッパー本体１２１の縫合部１２４も屈曲し
、歩行に際し、必要な足指の屈曲を妨げない歩行し易い靴となる。
【００４４】
特に、足指屈曲部Ｃに対応して靴底本体１１２の溝部１１２ａも屈曲するので、幼児等の
足指屈曲に対応して靴底部１１０とアッパー本体１２０が屈曲することになり、極めて屈
曲し易い歩行し易い幼児用靴となる。
図７は、幼児用靴１００を幼児等が履いて足指を屈曲して歩行している状態を示す概略説
明図である。
図７に示すように足指の屈曲に対応して靴底部１１０の溝部１１２ａとアッパー本体１１
２の縫合部１２４が屈曲する構成となっている。
このとき、特に溝部１１２ａに対して、脆弱部である縫合部１２４が、爪先寄りに形成さ
れている。
これは、前方に対して移動するように足を屈曲させた場合、屈曲する半径の違いから靴底
部１１０に面による脆弱化と比べて、僅かに爪先よりアッパー本体１２１の上部である縫
合部１２４の部位が屈曲することに対応するためである。
【００４５】
（固定用ベルト１３３等について）
図１に示すように、舌片１３０の両側には固定用ベルト部である固定ベルト１３３が形成
されている。この２つの固定用ベルト１３３は舌片１３０に対して一体的に形成され、且
つその舌片１３０の両側からそれぞれ突出するように略対称に実質的に一本の線状に結ば
れるように配置されている。
この固定用ベルト１３３の端部である先端部の内側には、図５に示すように係合手段であ
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るベルト側面ファスナー１３３ａがそれぞれ形成されている。
また、このベルト側面ファスナー１３３ａに対応して、図５に示すようにアッパー側面フ
ァスナー１２１ａが形成されている。
【００４６】
このため、これらベルト側面ファスナー１３３ａとアッパー側面ファスナー１２１ａとを
幼児等の母親等が操作すれば容易に着脱可能で位置の調整も可能な係合手段となるように
構成されている。
したがって、足の幼児用靴１００に対する固定や開放は、前記固定用ベルト１３３の先端
部のベルト側面ファスナー１３３ａとアッパー側面ファスナー１２１ａとの間の係合状態
を操作するだけなので、従来のように紐等によって固定する場合よりも極めて容易に着脱
をすることができる。
また、ベルト側面ファスナー１３３ａとアッパー側面ファスナー１２１ａとの係合位置を
調整することができるため、幼児の足のサイズや形状の違いに対応して任意の位置に固定
することができる。
更に、固定用ベルト１３３は舌片１３０の両側に突出するように略対称に形成されている
ため、締める力を均等とすることができ、アッパー本体１２０を歪めることなく固定する
ことができる。
なお、ここでは、面ファスナー１３３ａ、１２１ａを略長方形としているが、固定強度を
強め確実に固定できるよう、面ファスナー１３３ａ、１２１ａを足挿入開口部１２３側に
開口に沿うように延伸されてもよい。
【００４７】
（固定ベルト１３３と踵部１４０等との関係等について）
図７は、図１の幼児用靴１００の右側面を示した概略右側面図である。
図６に示すように固定ベルト１３３のそれぞれの先端部の幅方向における略中央部を相互
の結んだ仮想線Ｈをそのまま延長した場合に、この仮想線Ｈが、踵部１４０における図２
に示すアッパー側踵部１４１と靴底側踵部１４２との境界部又はその近傍に達するように
固定ベルト１３３は配置されている。
したがって、幼児等が幼児用靴１００を履き、図１に示すように固定ベルト１３３締める
、すなわち、固定ベルト１３３の先端部のベルト側面ファスナー１３３ａをアッパー側面
ファスナー１２１ａと係合させると、固定ベルト１３３は、幼児等の足を幼児用靴１００
の踵部１４０の方向へ固定するように作用することになる。
この仮想線Ｈを延長して図６に示す載置面（床）と仮想線Ｋと交差する部位における角度
θは３０度乃至４０度とされている。
【００４８】
これにより、本実施の形態の幼児用靴１００は、従来の幼児用靴のように幼児等の足を靴
底部１１０側に略垂直方向に固定する場合に比べ格段にホールド性が向上すると共に、幼
児等の爪先立ちや歩行に伴う足指屈曲を妨げることなく、足を靴にホールドできる。また
、幼児用靴１００の中で足が動いてしまい、歩行し難いことに伴う、足の運びや足の形へ
の影響を未然に防ぐことができるので、歩行しやすい幼児用靴１００となる。
【００４９】
なお、この固定ベルト１３３の固定方向は上述のように踵部１４０の方向であり、この踵
部１４０には図５等に示すようにカウンター部１５０が配置され、踵部のうち、特にアッ
パー側踵部１４１の剛性が高められている。
このため、幼児等の足を前記固定ベルト１３３で幼児用靴１００の踵部１４０方向へ固定
すると、このカウンター部１５０を介して幼児等の足の踵が踵部１４０に押し付けられ、
より確実に足の踵が踵部１４０に固定されるので、幼児等の足の靴に対するホールド性が
著しく向上することになる。
【００５０】
ところで、固定ベルト１３３の２つの先端部は、図６に示すように、このカウンター部１
５０の外縁部１５１と近接して配置される構成となっている。
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したがって、カウンター部１５０に固定ベルト１３３の２つの端部である先端部が直接、
固定されない構成となっている。
したがって、カウンター部１５０の剛性により確実にホールドさせつつも、この先端部と
カウンター部１５０の外縁部１５１との間が直接固定されず、その間には、アッパー本体
１２１の柔らかい素材が配置されているので、幼児等の歩行時に行う足指屈曲等に伴う足
の変形に応じて、この柔らかい素材の部分が変形し、足に負担をかけない構成となってい
る。
このため、幼児等の足の変形に追従して幼児用靴１００の前記柔らかい部分が変形するの
で、幼児等にとって歩きやすい靴となる。
【００５１】
（舌片１３０と足の足高点等との関係等について）
図８は人における足の骨格等の概略説明図である。
図８に示すように人の足には矢印Ｂで示す部分に足高点Ｂと称される部分がある。
本実施の形態の幼児用靴１００は、図１に示すように、２つの固定ベルト１３３を結んで
実質的に一本の線状と考えた際の舌片１３０の中央部における下縁部側の仮想線である足
高点仮想線Ｉが、幼児等の足の甲における図９の足高点Ｂ又はその近傍に配置されるよう
に舌片１３０は構成されている。
したがって、固定ベルト１３３が、幼児等の足の甲を靴底部１１０方向に垂直に押し付け
てしまい、幼児用靴１００の中の足のホールド性が低下するのを効果的に防ぐことができ
る。
【００５２】
すなわち、幼児等の足の甲の足高点Ｂ又はその近傍より、図１において爪先側の足の甲に
２つの固定ベルト１３３の下縁部側を結んだ足高点仮想線Ｉが配置されると、この固定ベ
ルト１３３の押し付け力は、足の甲側から足の裏側に垂直方向に向けられ、足を靴底部１
１０側に押し付け足を固定しようとする。
これでは、足の甲の部分を押し付けるだけで、幼児用靴１００の中における足の動きが大
きな踵を固定ができず、足が靴の中でズレ易く、歩き難くなってしまう。
また、幼児等の足首側に２つの固定ベルト１３３の下縁部側を結んだ足高点仮想線Ｉが配
置されると、幼児等の足首の曲げる動きを防いでしまう。
【００５３】
一方、足の屈曲を考慮して固定ベルト１３３の前記押し付け力を弱めると、足が靴の中で
固定されず、やはり歩き難い靴となってしまう。
この点、本実施の形態の幼児用靴１００では、２つの固定ベルト１３３を結んだ舌片１３
０の中央部における下縁部側の仮想線である足高点仮想線Ｉが、幼児等の足の甲における
図８の足高点Ｂ又はその近傍に配置されるように舌片１３０及び固定用ベルト１３３は構
成されているので、幼児等の足を靴底部１１０方向に略垂直方向に押し付けることがない
ので、幼児等の足指屈曲を妨げることなく、足を靴に固定でき、ホールド性が向上するこ
ととなる。
すなわち、固定ベルト１３３の下縁部側が、足高点Ｂから爪先側の足の甲に配置されるの
を有効に防止できるので、より精度良く幼児の足を幼児用靴１００の踵部１４０に押し付
けることができ、幼児等の足のホールド性がより高まる幼児用靴１００となる。
【００５４】
また、固定ベルト１３３は図１に示すように、舌片１３０に対し一体的に形成され、且つ
その両側である左右方向にそれぞれ突出するように略対称に配置されている。
したがって、幼児等の足を固定するために固定ベルト１３３を操作した際、固定ベルト１
３３の締め付け量の偏りに伴う、幼児用靴１００の歪みを低減することができる。また、
２つの固定ベルト１３３に均等に力をかけることになるため、図８の足の甲の足高点側か
ら踵点方向に正しく力を加えることができ、幼児等の足の踵を幼児用靴１００の踵部１４
０にしっかりとホールドさせることができる。
すなわち、舌片１３０の両側に突出して形成されている固定ベルト１３３で固定するので
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、これら舌片１３０と固定ベルト１３３によって、しっかりと足を靴内にホールドするこ
とができる
【００５５】
（上端部１３２について）
図１に示すように舌片１３０を前記足挿入用開口部１２３に対して配置した場合に、履き
口部１２２の上端より高く突出するように上端部１３２が形成されている。
この上端部１３２によって、舌片１３０はより広い面積で幼児等の足を包むことになるの
で、足の靴に対するホールド性、特に足首のホールド性が高まる幼児用靴１００となる。
【００５６】
このように舌片１３０に上端部１３２を形成することで足のホールド性は高まるが、逆に
歩行に際し行われる足首の屈曲が、この上端部１３２が食い込んでしまうなどで妨げられ
るおそれがある。
例えば、図７に示すように幼児等の足首を爪先側に屈曲した際に舌片１３０の上端部１３
２が幼児等の足首に当接して、足首の屈曲を妨げるおそれがある。
そこで、本実施の形態の幼児用靴１００では２つの固定ベルト１３３の上縁部側を結んだ
仮想線上に屈曲変形部であるステッチ１３２ａが爪先側に膨らむ曲線で形成されている。
このステッチ１３２ａは縫合等によって構成され、このステッチ１３２ａによって上端部
１３２は縫合部１２４と同様に、その基部側で変形が容易になっている。
そして、このステッチ１３２ａの変形により、図７に示すような上端部１３２の変形、具
体的には足首の屈曲に追従した、爪先側への屈曲が生じ、歩行に際し、ホールド性が高く
、足首の屈曲を妨げない、歩行しやすい幼児用靴１００となる。
【００５７】
（トウアッパー１２５について）
図９は、図１の幼児用靴１００のトウキャップ部であるトウアッパー１２５を靴幅方向に
切断した状態を示す概略断面図である。
このトウアッパー１２５は、アッパー本体１２１の柔らかい素材の上に、舌片１３０と同
様に、硬質層である例えば合成皮革等を配置することや、カウンター部１５０と同様な補
強を行うことで他の部分より剛性が高められるように構成されている。
このアッパー１２５とアッパー本体１２１との境界部である、図１に示す外縁部１２５ａ
に、前記舌状当接部取り付け領域である縫合部１２４が形成されている。
【００５８】
したがって、幼児等の前記足指屈曲部Ｃ（図４参照）より爪先側に前記トウアッパー１２
５が配置されるので、前記合成皮革等を配置し剛性が高いトウアッパー１２５が幼児等の
足指の屈曲動作を妨げず、外縁部１２５ｃも縫合されているため脆弱部として機能して屈
曲し易い。このため、図７に示すように幼児等が足指を屈曲する際に、縫合部１２４等と
合わせ、より屈曲し易い構成となっている。
一方、幼児用靴１００の爪先部であるトウアッパー１２５は、爪先の保護などを目的とし
て、他の部分より剛性を高める必要もあるので、上述のように足指の屈曲を妨げない範囲
で剛性が高められている。
【００５９】
また、図９に示すように、幼児用靴１００のトウアッパー１２５の内側における高さは、
幼児の足の親指が配置される部分が最も厚く、小指が配置される部分に向かって漸次薄く
なるように形成されている。
すなわち、トウアッパー１２５の内側における親指との間の上下方向における隙間部が、
他の足指と前記爪先部の内側との隙間部に比べ大きくなるように形成されている。
【００６０】
このように親指と前記爪先部との間に最も隙間部が形成されているのは、この時期の幼児
に多く見られる動きである歩行に際して親指の背屈を行っても、この親指の背屈動作を前
記爪先部が阻害しないためである。
このため幼児が歩行に際して、バランスを保つため、幼児用靴１００の内部で親指を背屈
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することが可能であるので、円滑な歩行及び歩行練習ができる構成ともなっている。
【００６１】
（側面皮革部１２６等について）
図１に示すように、足指屈曲領域Ｆ（図３参照）内に対応する靴底部１１０の部分とアッ
パー本体部１２０との境界部分には、帯状の外周硬質層である側面皮革部１２６が形成さ
れている。
この側面皮革部１２６は、アッパー本体１２１の柔らかい素材の上に、トウアッパー１２
５と同様に、アッパー本体１２１より剛性が高い合成皮革等が帯状に配置されている。
この側面皮革部１２６は、図１に示すように、その略中央部に最も幅狭い略凹状の切り欠
きである凹部１２６ａが形成されている。
【００６２】
したがって、図７に示すように幼児等が足指を屈曲させた際には、この凹部１２６ａを中
心にアッパー本体１２０や靴底部１１０が屈曲し易い構成となっている。このため、幼児
等が歩行や爪先立ち等をし易い幼児用靴１００となる。
更に、アッパー本体１２１が、側面皮革部１２６から縫合部１２４にかけて幅が狭まるよ
うに形成されており、やわらかいアッパー本体１２１が変形することで屈曲を妨げない構
成となっている。
また、図７に示す幼児用靴１００の外足側である足の小指が配置される部分が靴底部１１
０における最大幅とされて外側に隙間部が形成されると共に、側面皮革部１２６の凹部１
２６ａが配置されるので、幼児等が歩行や爪先立ちに載置、バランスをとるため図１０に
示すように小指を外側に広げる動作を行うとき、この凹部１２６ａに小指が当接する。
したがって、幼児等の小指の広がりを剛性のある側面皮革部１２６が邪魔をすることがな
いので、幼児等はバランスをとることができる。
図１０は、幼児等の足指の小指の広がり状態を示す概略説明図であり、このように幼児は
歩行時に、大きく指を開く傾向がある。
このため、本実施の形態に幼児用靴１００は幼児等が爪先立ち等に際しバランスをとりや
すい靴となる。
【００６３】
（インソール２００について）
図２に示すように、本実施の形態の幼児用靴１００の中底１１１の上には、脱着可能な幼
児用靴中敷であるインソール２００が靴底部１１０ｎ一部として設けられている。
図１１（ａ）はインソール２００の概略低面図であり、図１１（ｂ）は図１１（ａ）のＡ
－Ａ’線概略断面図である。
図１１（ａ）に示すように、インソール２００は幼児用靴１００の中底１１１の形状に合
わせ形成され、柔らかい材質である例えば発泡ＥＶＡ樹脂や発泡ポリエチレン等により形
成されている。
このインソール２００の底面側には図１１（ａ）（ｂ）に示すように、脆弱部である屈曲
用溝部２０１が例えば６本形成されている。
【００６４】
この屈曲用溝部２０１は、図３の靴底本体１１２に形成されている溝部１１２ａと同様の
領域、すなわち、足指屈曲領域Ｆに爪先側に膨らんだ形で形成されている。
このインソール２００における屈曲用溝部２０１は、靴底部１１０と同様に、足指屈曲領
域Ｆ’に形成され、取り付けられた靴底部１１０における全長に対する踵から８５％の位
置のＥ１’と、踵から５５％の位置のＥ２’の位置との区間とされている。
このとき、靴底部１１０との関係上、幼児用靴１００の踵部の厚さ（Ｄ’）を５ｍｍとし
て、インソール２００の踵部からのＥ１’及びＥ２’までの長さに５ｍｍを足して、５５
％から８５％の位置となるよう構成している。
【００６５】
このようなインソール２００は、幼児等の足が幼児用靴１００のサイズに比べ若干、小さ
い場合等にサイズを調整等するために配置される。
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このようにインソール２００を幼児用靴１００の中底１１１に配置した場合、インソール
２００にも、靴底本体１１２の溝部１１２ａと同様の屈曲用溝部２０１が同様の形状で同
様の位置に設けられている。
したがって、幼児等が歩行に際し上述のように足指屈曲等を行う際、インソール２００が
その屈曲を妨げることなく、歩行しやすい幼児用靴１００となる。
【００６６】
（幼児用靴１００の使用方法等について）
本実施の形態に係る幼児用靴１００は、以上のように構成されているが、以下のその使用
方法等について説明する。
ここでは、介助者である母親等が、子である幼児に幼児用靴１００を履かせることを例に
説明する。
【００６７】
先ず、母親は図１に示す幼児用靴１００の２つの固定ベルト１３３を把持し、面ファスナ
ー１３３ａ、１２１ａの係合を解除させる。
その後、図５の舌片１３０の上端部１３２を把持し、舌片１３０の縫合部１２４側の固定
端を中心に、自由端である他の部分を靴の爪先側に倒す。この状態を示したのが図５であ
る。
【００６８】
図５に示すように履き口１２２と足挿入用開口部１２３で形成される開口の最大長さＧは
、幼児用靴１００の全長Ｄに比べ、約６０％にも達するため、格段に大きな開口を形成す
ることができる。
このような大きな開口が形成されるため、母親が幼児の足を挿入させやすい、すなわち、
履かせ易い幼児用靴１００となる。
【００６９】
次に、母親は上述と逆に、舌片１３０を図１の状態に戻し、両側に配置される２つの固定
ベルト１３３の面ファスナー１３３ａをアッパー本体１２１の面ファスナー１２１ａと係
合させ、位置を調整しながら固定する。
したがって、紐等によって固定するのと異なり母親等は容易に幼児に幼児用靴１００を履
かせることができる。また、固定ベルト１３３の位置調整が可能なため、適当な位置に固
定ベルト１３３を配置できるので、最適な状態で幼児に幼児用靴１００を履かせることが
できる。
このとき、固定ベルト１３３は図５に示すように、左右略対称位置に配置されている。こ
のため、固定ベルト１３３の締め付けすぎにより、幼児用靴１００が歪むことがない。
【００７０】
また、この固定ベルト１３３は、幼児の足の甲を靴底方向に押し付けるのではなく、踵方
向に押し付けて固定するので、歩行の邪魔に成らずに足が靴の内部で固定される。
したがって、本実施の形態の幼児用靴１００は、母親等が幼児等に履かせ易い靴であると
共に、靴を履いた後は、足が幼児用靴１００の踵部１４０に押し付けられて固定されるの
で、ホールド性が高く歩き易い幼児用靴１００となる。
【００７１】
また、図７等に示すように、足指屈曲領域Ｆに対応して、靴底本体１１２には溝部１１２
ａが、そしてインソール２００には屈曲用溝部２０１が、さらに、アッパー本体部１２０
には縫合部１２４や外縁部１２５ａや凹部１２６ａが形成されているので、幼児等が歩行
や爪先立ち等を行い易い幼児用靴１００とインソール２００となっている。
【００７２】
（第２の実施の形態）
図１２は、本発明の第２の実施の形態に係る、伝え歩き期の幼児用靴３００（以下、「幼
児用靴３００」とする）を示す概略斜視図である。図１３は図１２の幼児用靴３００の爪
先側を示した概略正面図である。図１４は図１２の幼児用靴３００の右側面とカウンター
部とを示した概略右側面図である。
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また、図１５は図１２の幼児用靴３００の概略平面図、図１６は図１２の幼児用靴３００
の概略底面図である。
【００７３】
（第２の実施の形態に係る幼児用靴３００の全体構成の概略等について）
図１２に示す幼児用靴３００を履く、伝え歩き期の幼児は、例えば８ヶ月乃至１２ヶ月の
月齢の幼児であり、その歩行形態は、机等につかまり、手の力を使い、「つかまり立ち」
をしながら横に移動する状態である。そして、この「つかまり立ち」の際に、爪先立ちを
したり、爪先立ちをした状態で歩こうとする特徴がある。
【００７４】
図１２及び図１３に示すように、幼児用靴３００は、幼児等の足裏側を配置するための靴
底部３２０と、靴底部３１０から立ち上がるように、且つ幼児等の足を包むように形成さ
れるアッパー本体部３２０とを備えている。
【００７５】
（靴底部３１０等について）
靴底部３１０は、伝え歩き期が始まる例えば８ヶ月程度の月齢の幼児の足の動きに追従で
きる程度の軟らかい材質から形成されており、例えば、ポリエステル、綿、ナイロン、キ
ャンバス（帆布）、トリコット、合成ゴム、合成皮革を含む皮革等により形成されている
。
また、図１３及び図１６に示すように、この靴底部３１０には、例えば円形の滑り止め部
３１２が多数、形成されている。
このように多数の円形の滑り止め部３１２を靴底部３１０の表面に形成することで、幼児
用靴３００を履いた幼児等が滑ることなく歩行等をすることができるようになっている。
なお、滑り止め部分３１２が設けられた部分は、設けられていない部分と比較すると硬い
ため、第１の実施の形態と同様に、溝部１１２ａのような形で、滑り止め部３１２を実線
状や点線状に設け、滑り止め部３１２が設けられていない部分が溝部１１２ａと同様に屈
曲し易く機能するよう構成してもよい。
【００７６】
（アッパー本体部３２０等について）
靴底部３１００の上部には図１２等に示すように、アッパー本体部３２０が、幼児等の足
を包み込むように形成されている。
アッパー本体部３２０は、伝え歩き期の幼児の歩行の際に行われる足首や足指等の屈曲の
妨げとならないために、全体がやわらかい材質によって形成されており、表面をメッシュ
加工されたポリエステル等で形成されることにより、特に通気性が確保されている。
アッパー本体部３２０には、図１２等に示すように幼児等の足を挿入するための履き口部
３２２が形成されている。そして、この履き口部３２２の一部を切り欠いて爪先側方向へ
向かって略Ｕ字状に足挿入用開口部３２３が形成され、この開口は履き口３２３の開口と
連接して形成されている。
【００７７】
（履き口部３２２，足挿入開口部３２３、舌片３３０等について）
この足挿入用開口部３２３には、図１２等に示すように舌状当接部である舌片３３０が、
この開口を塞ぐように配置されている。
この舌片３３０は、表面がメッシュ加工されたポリエステル等で形成され、内側はポリエ
ステル等の柔軟性に富む素材により構成されている。
また、この舌片３３０の爪先側の端部は、図１２等に示すアッパー本体部３２０の足挿入
用開口部３２３の爪先側の端部又はその近傍に設けられた舌状当接部取り付け領域である
縫合部３２４に対して縫合により固定されている。
【００７８】
このため、舌片３３０は、第１の実施の形態の幼児用靴１００の舌片１３０と同様に、舌
片３３０を幼児用靴３００の爪先側に倒すことができ、これにより、足挿入用開口部３２
３を開状態とすることができ、幼児等の使用者が足を挿入する際に、舌片３３０が邪魔に
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なることがない。
図１７は、舌片３３０を爪先側に開き、履き口部３２２と足挿入用開口部３２３を開にし
た状態を示す概略平面図である。
【００７９】
このように舌片３３０を開くことにより、履き口部３２２と、これに連接する足挿入用開
口部３２３とで形成される開口は、極めて大きくなり、第１の実施の形態の幼児用靴１０
０と同様に、母親等の保護者が幼児に幼児用靴１００を履かせる際に、幼児の足を挿入し
易い構成となる。
この履き口部３２２と足挿入用開口部３２３によって形成されている開口を平面図である
図１７に示した場合、図２３のＬ１は、例えば７０ｍｍ乃至８０ｍｍ程度に形成されてい
る。
これは、図１２における幼児用靴３００を平面図である図１７に示した場合、全長（Ｌ２
）が１２０ｍｍ乃至１４０ｍｍであることから、全長（Ｌ２）の　　５５％以上となり、
好ましくは、５５％乃至７５％という大きな開口を形成することができることになる。
【００８０】
（固定用ベルト３３３等について）
ところで、図１２に示すように、幼児用靴３００の足挿入用開口部３２２の開口状態を任
意の状態に保持するための固定用ベルト部である固定用ベルト３３３が実質的に一本の線
状とされてアッパー本体部３２０に配置されている。
この固定用ベルト３３３は舌片３３０と同様に表面がメッシュ加工されたポリエステル等
により形成され、内側はポリエステル等の柔軟性に富む素材により構成されているので、
容易に変形可能に形成されている。
なお、図１２に示す固定用ベルト３３３の外周３３３ｂは綿やポリエステルの生地等によ
ってパイピングされており、長さ方向に伸びてしまうなどの変形を防いでいる。
また、この固定用ベルト３３３は、その左端部（内足側）３３３ｃが図１４及び図１８に
示すようにアッパー本体部３２０に固定され固定端となっている。
【００８１】
図１８は図１２の固定用ベルト３３３を開いた状態を示す概略斜視図である。
図１８に示されるように、固定用ベルト３３３は、履き口部３２２側に凹状となるように
弓形に形成されており、後述するように固定用ベルト３３３が幼児等の足の足高点又はそ
の近傍を固定する構成となっている。
したがって、固定用ベルト３３３は幼児等が幼児用靴３００を履いて歩行した際に、幼児
等の足首に当たらない構成となっている。
【００８２】
そして、他方の一端部である右端部（外足側）３３３ｄには、着脱可能な係合手段である
ベルト側面ファスナー３３３ｅが形成されている。そして、このベルト側面ファスナー３
３３ｅに対応するアッパー本体部３２０の表面にも、対応するアッパー側面ファスナー３
２１ａが形成されている。
したがって、固定用ベルト３３３の右端部３３３ｄに設けられたベルト側面ファスナー３
３３ｅと、アッパー本体部３２０に設けられたアッパー側面ファスナー３２１ａとの係合
位置を調整することにより、幼児用靴３００の足挿入用開口部３２３の開口を任意の状態
に保持させることができる構成となっている。
【００８３】
なお、通常は右端部３３３ｄのベルトが側面ファスナー３３３ｄを、アッパー本体部３２
０のアッパー側面ファスナー３２１ａに装着すると、それぞれ両端部３３３ｄ，３３３ｃ
が靴の長手方向である前後方向に対して左右対称の位置に配置されるように構成されてい
る。
このため、固定用ベルト３３３の締め付け量を大とした場合に伴う幼児用靴３００の全体
の歪み等を低減することができると共に、前記固定用ベルト３３３を左右均等に力をかけ
ることになるため、後述する幼児等の足の足高点側から踵方向に正しく力をかけて踵を幼
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児用靴３００の踵部３４０に確実に固定することができる。
したがって、幼児が歩行をし易く、若しくは歩行練習をし易い靴となっている。
【００８４】
また、この固定用ベルト３３３の右端部３３３ｄの固定は、ベルト側面ファスナー３３３
ｅ、アッパー側面ファスナー３２１ａの着脱だけなので、紐等によって固定する場合より
極めて容易に着脱することができる。したがって、幼児等が足を入れた後は、容易に足を
しっかり靴に固定することができ、母親等の介助者にとっても履かせ易い靴となる。
【００８５】
（踵部３４０とカウンター部３５０等について）
ところで、図１２に示す幼児用靴３００には、挿入された幼児の足の踵が配置される踵部
３４０が形成されている。この踵部３４０は、具体的には、図１４に示すように、靴底部
３２０に形成される靴底側踵部である靴底側踵部３４２と、アッパー本体部３２０に形成
されるアッパー本体側踵部であるアッパー側踵部３４１とを有している。
このような踵部３４０のうち、アッパー側踵部３４１は、上述のアッパー本体部３２０の
一部として形成されているため、踵部３４０としては剛性が不足し、使用者である幼児等
の足の踵を適度のホールドすることができない。
そのため、図１４に示すように、アッパー側踵部３４１の内側には、アッパー側踵部３４
１の剛性を高めるためカウンター部３５０が配置されている。
【００８６】
このカウンター部１４０は、具体的には、図１４に示すように側面形状が略扇形の形状を
しており、厚みが例えば１．２ｍｍ程度のゴム等により形成されている。
このカウンター部３５０がアッパー側踵部３４１の内部に配置されることにより、アッパ
ー側踵部３４１の剛性が向上し、図１４に示す踵部３４０全体の剛性が向上することにな
る。
そして、剛性の向上した踵部３４０に幼児等の足の踵が正確にホールドされることとなる
。
【００８７】
このように、幼児用靴３００のアッパー側踵部３４１の内部にカウンター部３５０が配置
されるが、このカウンター部３５０の外縁部３５１に近接して、図１４に示すように固定
用ベルト３３３の左端部３３３ｃが配置されている。
なお、右端部３３３ｄも同様の構成である。
このように幼児用靴３００のカウンター部３５０に対して固定用ベルト３３３の両端部３
３３ｃ、３３３ｄが直接固定されていない。このため、第１の実施の形態と同様に、後述
するようにカウンター部１５０に固定用ベルト３３３で保持するように固定しつつも、歩
行に伴う足首の前方への屈曲による変形等を外縁部３５１と固定用ベルト３３３の両端部
３３３ｃ、３３３ｄとの間に配置された、柔軟な素材によるアッパー本体部３２０の変形
で吸収する。
これにより、幼児等の歩行時の足の変形により生じる幼児用靴３００の変形を吸収でき、
幼児に不必要な負担をかけることがなく、歩き易い幼児用靴３００となっている。
【００８８】
（固定用ベルト３３３と踵部３４０との関係等）
図１２及び図１４は、固定用ベルト３３３の右端部３３３ｄのベルト側面ファスナー３３
３ｅをアッパー本体３２１のアッパー側面ファスナー３２１ａに係合させ、使用者が歩行
する際の固定用ベルト３３３の配置状態を示している。
このとき、図１４に示す固定用ベルト３３３の左端部３３３ｃの幅方向における略中央部
を結んだ仮想線が仮想線Ｊである。
したがって、この仮想線Ｊは第１の実施の形態の仮想線Ｉについて説明したのと同様に、
この仮想線Ｊをそのまま延長した場合に、この仮想線Ｊが、図１４における靴の右端側で
、アッパー側踵部３４１と靴底側踵部３４２との境界部Ｊ’に達するように、固定用ベル
ト３３３は配置される。
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また、仮想線Ｊを延長して、図１４に示す載置面（床）の仮想線Ｋと交差する部位におけ
る角度θは、第１の実施の形態と同様に例えば３０度乃至４０度となっている。
【００８９】
すなわち、このように固定用ベルト３３３の両端部３３３ｃ、３３３ｄが配置されると、
使用者である幼児等が幼児用靴３００を履き、固定用ベルト３３３で足を固定する際、固
定用ベルト３３３は、図１４の仮想線Ｊに示すように、靴の中の足を靴の踵部３４０方向
へ固定するように作用することとなる。
このように足を靴の踵部３４０方向へ向かって足を固定すると、従来のように足を靴底方
向へ固定する場合に比べ、格段に足のホールド性が向上することとなる。
【００９０】
また、第１の実施の形態と同様に、図１４に示すように、カウンター部３５０の外縁部３
５１と固定用ベルト３３３の両端部３３３ｃ、３３３ｄとが近接して配置されているため
、カウンター部３５０の剛性の高さを有効に利用することができる。
すなわち、固定用ベルト３３３で足を踵方向へ押し付ける際、カウンター部３５０の剛性
を最大限有効に利用しつつ、足の踵を靴の踵部３５０に固定させることができる。
【００９１】
（固定用ベルト３３３と足高点との関係等について）
次に、図１４における固定用ベルト３３３の下縁部３３３ｆ側は、幼児等の足の甲におけ
る足高点又はその近傍に配置されるようになっている。この足高点は第１の実施の形態で
示した図８の足高点Ｂである。
したがって、第１の実施の形態の幼児用靴１００の場合と同様に、本実施の形態の幼児用
靴３００によれば、固定用ベルト３３３の下縁部３３３ｆ側が幼児の足の足高点Ｂに配置
されるので、不必要に足の甲を足裏側に押さえつけることがない。特に、固定用ベルト部
１３０が、足高点Ｂから爪先側の足の甲に配置されるのを有効に防止できるので、より精
度良く幼児の足を幼児用靴３００の踵部３４０に押し付けることができ、幼児の足のホー
ルド性がより高まり、歩行を妨げない幼児用靴３００となる。
【００９２】
（足指屈曲領域Ｆと縫合部３２４との関係等について）
図１９は、本実施の形態に係る幼児用靴１００を幼児が履き、歩行や、この時期に多く見
られる爪先立ちのために足の踵を持ち上げている状態を示す概略斜視図であり、図２０は
、図１９の幼児用靴３００の概略断面図である。
図２０は、第１の実施の形態の図７と同様に、幼児が幼児用靴３００を履き、足の踵を浮
かせる動きをし、図４の足指屈曲部Ｃが屈曲している状態を示す図である。
本実施の形態では、使用者である幼児の足指屈曲部Ｃを含む図３に示す足指屈曲領域Ｆの
近傍の上方に相当する位置に、舌状取り付け領域である縫合部３２４が縫合等によって形
成されている（図１２参照）。
【００９３】
この縫合部３２４は、第１の実施の形態の縫合部１２４と略同様の構成であるので、第１
の実施の形態と同様に、爪先立ち等や歩行に際し、幼児等が足の足指屈曲部Ｃ（図４参照
）を屈曲させると、その屈曲動作により、脆弱部となっているアッパー本体部３２０の縫
合部３２４も屈曲し、爪先立ち等に際し、必要な足指の屈曲を妨げない幼児用靴３００と
なっている。
【００９４】
（インソール２１０について）
靴底部３１０の内側には、図２０に示すようにインソール２１０が配置されている。この
インソール２１０は、第１の実施の形態のインソール２００と略同様の構成となっており
、脆弱部である屈曲用溝部２１１が図３の足指屈曲領域Ｆに対応して形成されている。
なお、本実施の形態では、靴底部３１０に設けられた足指屈曲用の脆弱部は、靴底部３１
０の一部であるインソール２１０のみに設けられている。
したがって、図２０に示すように、インソール２１０を幼児用靴３００の内部に配置して
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も、第１の実施の形態と同様に、幼児等が爪先立ち等の歩行に際し、足指屈曲等を行う際
、インソール２１０が、その屈曲を妨げることなく、爪先立ち等を行い易い構成となって
いる。
【００９５】
（固定用ベルト３３３の幅等について）
図１２に示す固定用ベルト３３３の舌片３３０上に配置される部分の幅は、２０ｍｍ乃至
２５ｍｍ程度に形成されている。すなわち、この部分の幅が、２５ｍｍ超の場合は、幅が
広すぎて幼児の足のサイズや形状の違いに対応することができず、固定用ベルト３３３の
位置ズレが起こりやすく、足の凹凸に対応して固定用ベルト３３３が追従することができ
ず、結果的に固定用ベルト３３３による足の固定が不十分となり、足が幼児用靴３００の
中でズレ易くなる。
【００９６】
一方、前記部分の幅が、２０ｍｍ未満の場合は、足に食い込んでしまいやすくなるだけで
なく、幼児の足の屈曲運動により固定用ベルト３３３のねじれが生じ、幼児の足と固定用
ベルト３３３との相対位置が変化し、固定用ベルト３３３で足をしっかり固定することが
困難となってしまうからである。
したがって、固定用ベルト３３３の舌片３３０上に配置される部分の幅が、２０ｍｍ乃至
２５ｍｍ程度に形成されていれば、足が靴の中でズレることなく、固定用ベルト３３３で
しっかりと足を固定できる、優れた固定用ベルト部１３０となる。
【００９７】
（トウアッパー３２５等について）
ところで、図２１は、本実施の形態の幼児用靴３００のアッパー本体３２０の爪先部のト
ウアッパー３２５の形状を示す概略断面図である。
このトウアッパー３２５は、第１の実施の形態のトウアッパー１２５と同様に、幼児の足
の親指が配置される部分が最も厚く、小指が配置される部分に向かって漸次薄くなるよう
に形成されている。
したがって、幼児が爪先立ち等に際し、バランスをとるため、親指を背屈させても、この
親指の背屈動作をトウアッパー３２５が阻害しない構成となっている。
【００９８】
また、トウアッパー３２５の小指側は、小指を外側に開く動作を妨げないよう隙間部３２
５ａが形成されており、幼児が歩行に際して、バランスを保つために、特に小指を開きや
すくなっている。
なお、上述の構成以外に、図１２に示すように履き口部３２２の近傍にはカウンタールー
プ３６０等が形成されている。
【００９９】
本実施の形態に係る幼児用靴３００は、以上のように構成されるので、幼児のが爪先立ち
等や歩行等をする際に行う足指の屈曲を阻害しない、歩行及び歩行練習を行い易い幼児用
靴３００となる。
また、履き口部３２２等により大きな開口が形成されるため、母親が幼児の足を挿入させ
やすい、すなわち、履かせ易い幼児用靴３００となる。
また、固定用ベルト３３３の締め付けすぎにより、幼児用靴３００が歪むことなく、確実
に足を靴に固定できる。
また、この固定用ベルト３３３は、幼児の足の甲を靴底方向に押し付けるのではなく、踵
方向に押し付けて固定するので、歩行の邪魔に成らずに足が靴の内部で固定されるので、
歩行し易く、且つホールド性が高い幼児用靴３００となる。
なお、母親等が幼児用靴３００を脱がす場合においても、同様に前記開口を大きくするこ
とができるため、脱がし易い靴となる。
【０１００】
（第２の実施形態の変形例）
図２２は、第２の実施の形態の幼児用靴４００の変形例である伝え歩き期の幼児用靴４０
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０（以下、「幼児用靴４００」とする）を示す概略斜視図である。
本変形例に係る幼児用靴４００では、第２の実施の形態の幼児用靴３００と異なりアッパ
ー本体部４２０の表面に２種類の表生地が配置されている。
具体的には、図２２に示すように、爪先部のトウアッパー４２５及び踵部４４０を構成し
ている合皮製の比較的硬い表生地４２０ａと、側面部を構成しているメッシュ加工された
ポリエステルナイロン、キャンパス、綿、トリコット等の柔軟な素材で形成された柔らか
い表生地４２０ｂとが使用されている。
【０１０１】
そして、これらトウアッパー４２５を形成する比較的硬い表生地４２０ａと側面部を構成
する比較的柔らかい表生地４２０ｂとの境界部４２０ｃは、柔らかい表生地４２０ｂが配
置され、また縫合に伴い、脆弱部ともなっている。
この境界部４２０ｃの下方に足の図３の足指屈曲領域Ｆが配置されるため、この境界部４
２０ｃは、幼児が歩行する際、足指の屈曲に応じて変形する。
更に、足指屈曲領域Ｆの上部となるアッパー本体部４２０は、やわらかい表生地４２０ｂ
が上方に向かって狭まる形で硬い表生地４２０ａよりも広い面積となるように構成されて
おり柔軟に屈曲しやすい。
したがって、より歩行しやすく、足の屈曲の妨げにならない幼児用靴２００となる。
【０１０２】
また、本変形例の幼児用靴４００の舌状当接部である舌片４３０の爪先側端部も、足挿入
用開口部４２３の略Ｕ字状の底部近傍でアッパー本体部４２０に設けられた舌状当接部取
り付け領域である縫合部４２４で縫合等され、固定端となっている。したがって、この縫
合部４２４は第１及び第２に実施の形態の縫合部１２４，３２４と同様に、図示しないイ
ンソール２１０等に設けられた足指屈曲領域Ｆ内の上方に配置されるため、幼児の爪先立
ち等に伴う足指の屈曲を行い易い構成となっている。
なお、第１の実施の形態と同様に、側面皮革部４２６の足指屈曲領域Ｆに対応した部分を
凹状に切り欠き屈曲をよりし易く構成してもよい。
【０１０３】
その他の構成は、形状が若干異なるが、それらの機能等は第２の実施の形態と同様の固定
用ベルト４３３やインソール２１０等が配置されている。
その他、履き口部４２２，カウンターループ４６０、そして踵部４４０等が配置されてい
る。この踵部４４０には、第１の実施の形態と同様にカウンター部４５０が内部に配置さ
れている。
【０１０４】
このように本変形例に係る幼児用靴４００でも、第２の実施の形態の幼児用靴３００と同
様の作用、効果等を奏させることができると共に、固定用ベルト４３０や踵部４４０が、
比較的剛性の高い合皮により形成され、確実にホールドすることや、幼児の足指屈曲部Ｃ
に沿った屈曲が容易且つ精度良く行われるため、歩行や爪先立ちがしやすい靴となる。
【０１０５】
本発明は、上述の各実施の形態に限定されない。さらに、上述の各実施の形態は、相互に
組み合わせて構成するようにしてもよい。
【０１０６】
【発明の効果】
　以上述べたように、本発明によれば、幼児が爪先立ちをし易く、これにより歩行練習等
を行い易い幼児用靴を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る幼児用靴を示す概略斜視図である。
【図２】図１の幼児用靴の中央縦断図を示す概略図である。
【図３】図１の靴底本体の底面を示す概略底面図である。
【図４】足の骨格等を示す概略説明図である。
【図５】図１の幼児用靴の後述する舌片を爪先側に開いた状態を示す概略平面図である。
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【図６】幼児用靴の左側面とカウンター部を示した概略左側面図である。
【図７】幼児用靴を幼児等が履いて足指を屈曲して歩行している状態を示す概略説明図で
ある。
【図８】人における足の骨格等の概略説明図である。
【図９】図１の幼児用靴のトウキャップ部であるトウアッパーを靴幅方向に切断した状態
を示す概略断面図である。
【図１０】幼児等の足指の小指の広がり状態を示す概略説明図である。
【図１１】（ａ）はインソールの概略低面図であり、（ｂ）は図１１（ａ）のＡ－Ａ’線
概略断面図である。
【図１２】本発明の第２の実施の形態に係る、伝え歩き期の幼児用靴を示す概略斜視図で
ある。
【図１３】図１２の幼児用靴の爪先側を示した概略正面図である。
【図１４】図１３の幼児用靴の右側面とカウンター部とを示した概略右側面図であり、
【図１５】図１３の幼児用靴の概略平面図である。
【図１６】図１３の幼児用靴の概略底面図である。
【図１７】舌片を爪先側に開き、履き口部と足挿入用開口部を開にした状態を示す概略平
面図である。
【図１８】図１２の固定用ベルトを開いた状態を示す概略斜視図である。
【図１９】本実施の形態に係る幼児用靴を幼児が履き、歩行や、この時期に多く見られる
爪先立ちのために足の踵を持ち上げている状態を示す概略斜視図である。
【図２０】図１９の幼児用靴の概略断面図である。
【図２１】本実施の形態の幼児用靴のアッパー本体の爪先部のトウアッパーの形状を示す
概略断面図である。
【図２２】第２の実施の形態の幼児用靴の変形例である伝え歩き期の幼児用靴を示す概略
斜視図である。
【符号の説明】
１００・・・歩行練習期の幼児用靴、１１０、３１０・・・靴底部、１１１・・・中底、
１１２・・・靴底本体、１１２ａ・・・溝部、１１２ｂ、３１２・・・滑り止め部、１１
２ｃ・・・小指側端部、１１２ｄ・・・親指側端部、１２０、３２０、４２０・・・アッ
パー本体部、１２１・・・アッパー本体、１２１ａ、３２１ａ・・・アッパー側面ファス
ナー、１２２，３２２，４２２・・・履き口部、１２３，３２３，４２３・・・足挿入用
開口部、１２４，３２４，４２４・・・縫合部、１２５，３２５、４２５・・・トウアッ
パー、１２５ａ・・・外縁部、３２５ａ・・・隙間部、１２６・・・側面皮革部、１２６
ａ・・・凹部、１３０、３３０，４３０・・・舌片、１３１・・・基部、１３２・・・上
端部、１３３，３３３，４３３・・・固定ベルト、１３３ａ、３３３ｅ・・・ベルト側面
ファスナー、３３３ｂ・・・外周、３３３ｃ・・・左端部、３３３ｄ、５３３ｄ・・・右
端部、３３３ｆ・・・下縁部、１４０、３４０、４４０・・・踵部、１４２，３４２・・
・靴底側踵部、１４１、３４１・・・アッパー本体側踵部、１５０，３５０、４５０・・
・カウンター部、１５１、３５１・・・外縁部、２００、２１０・・・インソール、２０
１、２１１・・・屈曲用溝部、３６０，４６０・・・カウンターループ、４２０ａ・・・
硬い表生地、４２０ｂ・・・柔らかい表生地、４２０ｃ・・・境界部、３００、４００・
・・伝え歩き期の幼児用靴、Ｂ・・・足高点、Ｃ・・・足指屈曲部、Ｄ・・・靴底本体の
全長、Ｅ１・・・第１の線、Ｅ２・・・第２の線、Ｆ・・・足指屈曲領域、Ｇ・・・開口
の最大長さ、Ｈ、Ｊ・・・仮想線、Ｉ・・・足高点仮想線、Ｊ’・・・境界部、Ｋ・・・
載置面の仮想線
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